
《KPI》2025 年までに、文化 GDP を 18 兆円（GDP 比３％程度）に拡大することを目指す。 

  ⇒2016 年：8.9 兆円（2015 年：8.8 兆円） 

未来投資戦略 2018（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定） 

※文化関係部分抜粋 

Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」等

[３]「行政」「インフラ」が変わる 

３．ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の導入加速 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）コンセッション重点分野の取組み強化等 

・公共施設等運営事業に関わる全ての関係府省では、民間からの職員を登用する場

合には、職員登用や配置において、運営権者の選定やその関連業務の発注におい

て利益相反が起こらないよう徹底する。 

・関係府省は、所管事業に関する国庫補助や地方交付税措置について、改革のイン

センティブを阻害する仕組みの排除や、改革を促進するインセンティブを組み込む視

点から点検等を行う。 

・関係省庁は、優先交渉権者の選定を二段階で行う場合における第一段階の審査基

準と審査のあり方、第二段階の審査結果が出るまでの情報開示の方法等について

国内外の事例を基に調査、整理する。その結果と民間事業者の意見を踏まえ、内閣

府はガイドラインを策定する。 

・我が国の公共施設等運営権方式に関する制度や個別事業について、国内外の主

要都市において、事業者や投資家向けの説明会を開催する。さらに、広く一般を対

象に公共施設等運営権制度への理解を深めるための方策を、民間企業のノウハウ

も活用して検討し、実施する。 

・これらのほか、アクションプランに掲げられた公共施設等運営権方式に係る各取組

について、関係府省が連携しながら実行する。 

[４]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる 

４．観光・スポーツ・文化芸術 

（１）KPI の主な進捗状況 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅰ）観光 

① 観光資源の魅力を高め、地方創生の礎に 

イ）文化財の観光資源としての開花 

・文化財の高度な多言語解説整備や VR 等先端技術による日本文化の魅力発信、当時

の状況を体感できる Living History1に係る先行的な取組事例の収集・周知、学芸員等

の日本文化紹介・解説の推進、文化財保護制度の見直し等を行う。 

1 Living History：観光客が体感・体験できるよう歴史的な出来事や当時の生活を再現すること等により、
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・地域文化財の一体的な面的整備等の取組を 1,000 事業程度実施し、日本遺産をはじ

め文化財を中核とする観光拠点を 200 拠点程度整備する。 

キ）新たな観光資源の開拓 

・ナイトタイム等の有効活用、観戦型スポーツ等のインバウンド対応、ビーチの活用促進

等により、新たな体験型コンテンツの開発に取り組むとともに、プロジェクションマッピン

グの円滑な実施環境の整備や公共空間の柔軟な活用、興行場等に係る建築規制の

合理化やエンターテインメント鑑賞機会の拡大、VR・AR などの最新技術の活用等を進

める。 

コ）「観光立国ショーケース」の形成促進 

・釧路市・金沢市・長崎市に対し、関係省庁が連携し、民間投資の促進等に向けた優先

的な支援を行うとともに、取組事例の横展開を図る。 

③ すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に 

イ）地方空港等のゲートウェイ機能強化 

・空港におけるおもてなし環境・賑わいの創出に係る取組を推進する。  

ⅲ）文化芸術資源を活用した経済活性化 

① 「文化芸術推進基本計画」及び「文化経済戦略」に基づく、文化芸術による経済の

好循環実現 

・文化を発想の起点として広範な課題とその解決の方向性について、文化関係者と

産業界とが対話する場を設置し、高付加価値市場の創出、文化芸術資源や関連技

術を利用したビジネス等におけるイノベーション、舞台芸術を含む文化関連サービ

ス・コンテンツの海外展開の推進等を図る。劇場・音楽堂等において、自己収入の増

加を促しつつ、機能強化・鑑賞環境の充実を図る。こうした取組により、文化による

国家ブランド戦略の構築と文化 GDP の拡大を図る。 

・食文化をはじめとする生活文化等に係る文化資源の掘り起こしやその魅力を高め、

国民がよりそれに親しむ機会を創出するための新たな方策をまとめる。 

・我が国の美術館の収蔵品等のデータベース化、美術品の収集の活発化等による美

術館の価値創造機能の強化、アート市場インフラの整備・在り方、日本美術に関す

る体系的理解の国際的普及等について、本年中に官民が協議する場を設けて検討

し、我が国のアート市場の活性化を通じた、美術品の資産価値向上及びアートの持

続的振興を図る。 

・国立美術館・博物館等の自己収入の増加を図るとともに、その利益を、「独立行政

法人における経営努力の促進とマネジメントの強化について」（平成 30 年３月 30 日

総務省通知）に基づき経営努力として認定し、ユニークベニューや多言語化、外国人

向けのコンテンツの充実、開館時間の延長や収蔵品の修理等に活用する。 

・メディア芸術分野などの新たな文化芸術体験活動や地域の美術館などの資源を活

用して芸術教育を推進するとともに、障害者の文化芸術活動への支援や地域にお

文化財の付加価値を高める取組。 
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いて障害者が継続的に文化芸術に親しむことができる環境整備等を推進する。 

・地域の文化芸術資源を活用し、大規模行事を中心に国際発信拠点の形成を支援す

るとともに、文化芸術関係者と異業種の事業者の連携を促しつつ、新たな文化の創

造につなげる。また、外交上の周年事業や大型スポーツイベント等と連動した文化

芸術事業や、国際博物館会議（ICOM:International Council of Museums）京都大会

2019 をはじめとする国際文化交流を通じた日本文化の発信事業等により、国家ブラ

ンディングへの貢献を図る。 
② 文化芸術資源を核とした地域活性化

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした「文化プログラム」を、

「beyond2020 プログラム」等の活用を促しながら、大会開催地にとどまらず全国各地

において実施し、日本文化の魅力や日本の美を国内外に発信するとともに、民間の

ノウハウも活かしつつ、誘客による地域活性化や共生社会の構築等につなげる。 

・地域における文化財の総合的な保存・活用を積極的に進め、魅力ある地域づくりに

活かす自治体に対し、市町村の文化財保存活用地域計画に基づく情報発信、人材

育成等の取組を支援する。また、文化財の価値向上のため、原材料・用具確保の観

点も踏まえつつ適切な周期で修理・美装化等を行うとともに、文化財の散逸等防止

のため、国の指定・登録等に係る情報収集・把握や、地域の自発的取組を促しつつ、

防災・防犯対策への支援や文化財の買上げ・活用を行う。 

③ コンテンツを軸とした文化産業の強化

・デジタルアーカイブジャパンの中心となる分野横断型統合ポータル「ジャパンサーチ

(仮称)」の本格稼働に向けた取組を推進する。 

・美術館や大学等におけるメディア芸術コンテンツのアーカイブ化への支援やノウハ

ウの共有等によりアーカイブの取組を促進する。また、本年４月に設立した「国立映

画アーカイブ」を核として、映画フィルムや関連資料の保存・収集・活用、デジタル化

等を推進する。 

・メディア芸術の国内外への発信の強化、先端技術やナイトタイムを活用したエンター

テインメントの創出を図る。 

・文化遺産オンラインについて、未掲載情報のアーカイブ化・掲載済みの文化財情報

の二次利用に向けた条件整備・多言語化を実施する。 

Ⅱ．経済構造革新への基盤づくり 

[１]データ駆動型社会の共通インフラの整備 

１．基盤システム・技術への投資促進 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅲ）新たな技術・ビジネスへの対応 

⑦ 放送・コンテンツビジネスの未来像を見据えた取組の推進 

・技術革新及び通信と放送の更なる融合の中で、従来の通信・放送・コンテンツといっ

た枠を超えた国際競争が始まっている現状を踏まえ、放送事業者がより多様で良質
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なコンテンツを提供するとともに、社会的機能を十全に果たしていく未来像を見据え、

放送コンテンツのネット配信の推進など通信と放送の枠を超えたビジネスモデルの

構築、放送コンテンツのグローバル展開・有効活用、また制作関連の取引や働き方

などの制作現場の更なる環境改善、コンテンツ流通の推進等を進める。 

２．ＡＩ時代に対応した人材育成と最適活用 

２－３．外国人材の活躍推進 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅱ）新たな外国人材の受入れ 

オ）外国人材への支援と在留管理等 

新たに受け入れる外国人材の保護や円滑な受入れを可能とするため、的確な在留管

理・雇用管理を実施する。受入れ企業、又は法務大臣が認めた登録支援機関が支援の

実施主体となり、外国人材に対して、生活ガイダンスの実施、住宅の確保、生活のための

日本語習得、相談・苦情対応、各種行政手続に関する情報提供等の支援を行う仕組みを

設ける。また、入国・在留審査に当たり、他の就労目的の在留資格と同様、日本人との同

等以上の報酬の確保等を確認する。加えて、労働行政における取組として、労働法令に

基づき適正な雇用管理のための相談、指導等を行う。これらに対応するため、きめ細かく、

かつ、機能的な在留管理、雇用管理を実施する入国管理局等の体制を充実・強化する。 

ⅲ）外国人の受入れ環境の整備 

① 生活環境の改善 

ア）外国人児童生徒に対する日本語指導等の充実 

・日本語指導・生活指導等を担う教員・支援員の専門性向上を図るべく、教育委員会・大

学等が実施すべき研修内容等をまとめた「モデルプログラム」を開発し、その普及を促

す。 

・多言語翻訳システムなど ICT の活用促進等により、外国人児童生徒や保護者とのス

ムーズな意思疎通を図り、きめ細やかな就学相談や充実した日本語指導等を実施する。 

イ）日本語教育全体の質の向上 

・日本語教師の質の向上を通じ日本語教育水準を高めるべく、日本語教師養成・研修機

関が実施すべきプログラムを開発し、その普及を促すとともに、日本語教師のスキルを

証明するための資格創設について検討する。 

・日本語教室の設置が困難な地域に住む外国人に対して、生活場面に応じた日本語を

自学・自習できる ICT 教材の開発に本年度中に着手し、来年度以降速やかに提供する。 

④ 総合的対応策の抜本的見直し 

外国人材の受入れの拡大を含め、今後も我が国に滞在する外国人が一層増加するこ

とが見込まれる中で、我が国で働き、生活する外国人について、多言語での生活相談の

対応や日本語教育の充実をはじめとする生活環境の整備を行うことが重要である。この

ため、2006 年に策定された「生活者としての外国人」に関する総合的対応策を抜本的に

見直すとともに、外国人の受入れ環境の整備は、法務省が総合調整機能を持って司令塔

的役割を果たすこととし、関係省庁、地方自治体等との連携を強化する。このような外国
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人の受入れ環境の整備を通じ、外国人の人権が護られるとともに、外国人が円滑に共生

できるような社会の実現に向けて取り組んでいく。 

なお、法務省、厚生労働省、地方自治体等が連携の上、在留管理体制を強化し、不法。

偽装滞在者や難民認定制度の濫用・誤用者対策等を推進する。 

４．知的財産・標準化戦略 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

・著作権法における柔軟性のある権利制限規定の整備を踏まえ、法の適切な運用環

境を整備するため、ガイドラインの策定、著作権に関する普及・啓発及びライセンシ

ング環境の整備促進などの必要な措置を講ずる。 

・「インターネット上の海賊版サイトに対する緊急対策」（平成 30 年４月 13 日知的財産

戦略本部・犯罪対策閣僚会議決定）を踏まえ、正規版流通の拡大のほか、サイトブ

ロッキングに係るものを含め、必要な法整備の在り方や国民への著作権教育を含む

方策について検討する。 

[３]海外の成長市場の取り込み 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

ⅱ）日本企業の国際展開支援 

② ルールに基づく自由で公正な経済秩序の構築 

ア）経済連携交渉 

自由で公正な市場を、アジア太平洋地域をはじめ、世界に広げていくため、本年３月８ 

日に署名に至った TPP11 協定の早期発効に取り組むとともに、参加国・地域の拡大につ

いて議論を進めていく。また、昨年 12 月に交渉妥結に至った日 EU・EPA についても、早

期署名・発効を目指す。このほか、RCEP、日中韓 FTA を含む経済連携交渉を、戦略的

かつスピード感を持って推進する。我が国は、自由貿易の旗手として、こうした新しい広域

的経済秩序を構築する上で中核的な役割を果たし、包括的で、バランスのとれた、高いレ

ベルの世界のルールづくりの牽引者となることを目指す。 

ⅲ）日本の魅力をいかす施策 

② クールジャパン 

・「知的財産戦略ビジョン」（平成 30 年６月 12 日知的財産戦略本部決定）に基づき、地域

文化の背景等ストーリーに基づく発信方法を見いだし、国別、属性別の嗜好や市場性

の違いの分析を深め、活用する。在外公館、ジャパン・ハウス、国際交流基金や

JETRO 等の活用、クールジャパン官民連携プラットフォームを通じた新規ビジネスの組

成、クールジャパン機構による資金供給などの取組を有機的に連携させ、商品・サービ

スの海外展開や観光消費の促進、ビジネスインバウンドを強化する。 

・専門人材・高度デザイン人材・高度経営人材の育成や外国人材の受入れに向けた制

度整備・産学官プラットフォームの構築、海外における日本語の普及、外国人を含む地

域プロデュース人材が活躍できる環境づくり等を推進する。また、海外の先進事例も参
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考に、先端的な ICT を活用するなどして、日本ファン等へ継続的に働きかけ、長期滞在

の促進等を図る。 

・ブロックチェーン技術等の活用によるコンテンツの活用を促す新たな仕組の構築に加

え、海賊版対策の強化を図る。 

・国内外の作品の撮影環境の改善を図るとともに、国際共同製作の基盤整備、映画祭

を通じた日本映画等への関心の掘り起こし等を行う。 

③ 「日本型 IR（特定複合観光施設）」の整備促進 

・今国会に提出した「特定複合観光施設区域整備法案」により、国際競争力の高い魅力

ある滞在型観光を実現し、世界最高水準のカジノ規制等によってＩＲに対する様々な懸

念に万全の対策を講ずる。 

・今後、関係政省令等の整備や世界最高水準の規制の執行体制の整備等に着実に取

り組み、政策効果を早期に発現させるとともに、依存症などの様々な懸念への万全の

対策を的確に実施する。 

⑤ 海外日系社会との連携を通じた成長市場の取込み 

・日系四世受入れにかかる新制度も念頭に、中南米諸国等の若手日系人の活力を日本

経済・社会に取り込むため、招へい事業の推進等を通じて訪日を促進するとともに、来

日前後での日本語教育等を通じて受入れ環境を整備する。また、地方公共団体等とも

連携し、日系社会とのネットワーク強化のための施策等を推進する。 
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